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（ 開議時刻 １０時００分 ） 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  朝の挨拶をします。おはようございます。 

  これから輝くふるさと常任委員会を開会しま

す。 

  ただいまの出席委員は８名です。定足数に達し

ていますので、会議は成立しました。 

  欠席届を出されている委員は、竹花結委員であ

ります。 

  本日の審査日程は、あらかじめお手元に配布し

ているとおりです。 

  これから本日の審査日程に入ります。 

  日程第１、会議録署名委員の指名を行います。

本日の会議録署名委員は、委員長から、深澤進委

員及び山崎邦廣委員を指名します。 

  次に、議案審査に入ります。質疑、答弁とも簡

潔、明快にお願いします。また、質疑する委員は、

質疑する箇所のページを示し、一問一答方式で質

疑願います。 

  初めに、日程第２、議案第 10号、令和７年度葛

巻町一般会計補正予算（第８号）を議題とします。 

  これから質疑に入ります。質疑ありませんか。

山崎委員。 

 

山崎邦廣委員 

  ８ページをお願いいたします。今回の補正につ

きましては、補正額が２億 8,700万円ほどのよう

でございます。歳入のほうを見ますと、町債がま

ず減額されておりますが、地方交付税、それから

社会資本整備総合交付金などが増額になってい

るようでございます。この増額の要因につきまし

て、お伺いしたいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  総務課長。 

 

総務課長（ 松浦利明 ） 

  今回の全体的な部分での補正額、大きいところ

につきましては、地方交付税が２億 6,214万円と

いうことの増になっているものでございまして、

それから国庫支出金につきましては、土木費の国

庫補助金、社会資本整備総合交付金の分が増えて

いるということでございまして、全体的に増えた

ところはそういうところでございますが、歳出の

ほうにおいては減額補正が結構ありましたので、

それらの余剰財源が生じたというようなことで、

これらの財源については、基金等への積立てを行

ったというような全体的な内容でございます。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  山崎委員。 

 

山崎邦廣委員 

  ありがとうございました。 

  それでは、もう一点お伺いいたします。29ペー

ジをお願いいたします。６款１項農業費、４目の

農業振興費の 18 節補助金でございます。特産品
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原料確保対策事業費の 1,000万、この事業につき

ましての詳細をお伺いしたいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  農林環境エネルギー課長。 

 

農林環境エネルギー課長（ 遠藤政明 ） 

  お答えいたします。ただいま特産品原料確保対

策事業の中身についてのご質問がございました。

こちらの内容でございますけども、町の特産品で

ありますワイン等の原料になりますヤマブドウ

等の原料確保を図るために、ワイン等の製造を行

っております株式会社岩手くずまきワインのほ

うで購入しましたヤマブドウ等の原料購入費の

一部に対しての支援をするものでございます。 

  支援の背景でございますが、近年ワインの原料

となりますヤマブドウ等につきましては、生産者

の高齢化、資材高騰、気候変動等、様々な要因で

収量が安定しないような状況も続いておりまし

て、大変厳しいような環境と聞いている現状もご

ざいます。このような状況下におきまして、原料

の安定確保が困難となりますと、生産者の離農や

栽培面積の縮小など、翌年以降の原料確保が困難

になるおそれがあるということもございまして、

将来的には町の重要な地域資源でありますヤマ

ブドウを中心としましたワイン産業そのものの

縮小を招くおそれが懸念されるところでござい

ました。 

  このような状況、背景等もございまして、会社

のほうでは昨年原料生産者の継続と確実な原料

確保を図るということで、令和７年産のワイン等

の原料ブドウになりますヤマブドウ等を例年よ

り高い単価での購入契約を結びまして、買取りを

行ったというような状況でございます。このこと

によりまして、原料費のほうが前年比 2,000万程

度の増額となってございますが、今回の支援につ

きましては、原材料費の全額を町が負担するので

はなく、会社側も経営努力を前提としました措置

として、今回支援ということで計上したものでご

ざいますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  山崎委員。 

 

山崎邦廣委員 

  ありがとうございます。今回の補正のほうで計

上したところの狙いは何でしょうか、お伺いいた

します。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  農林環境エネルギー課長。 

 

農林環境エネルギー課長（ 遠藤政明 ） 

  お答えいたします。今回の支援内容に対する狙

いといいますか、目的ということでのご質問です

が、今回会社の経営支援という観点というより

は、ヤマブドウ等の原料の供給網の維持を目的と

するものでありまして、将来にわたってワイン事
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業を継続し、産地を守る意味での支援と考えてい

るものでございまして、そこの意味合いを含めて

の支援内容といたしましての狙いとしておりま

すので、ご理解賜りたいと存じます。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  山崎委員。 

 

山崎邦廣委員 

  ありがとうございます。それで、この補正を受

けまして、８年度以降の振興を進めていく上での

考え方は、どのようになるでしょうか、お伺いい

たします。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  農林環境エネルギー課長。 

 

農林環境エネルギー課長（ 遠藤政明 ） 

  お答えいたします。今後の振興策というような

点でのご質問と思いますが、これまでも様々な面

での振興策、ヤマブドウ栽培を含めたワイン生産

ということで取組を振興してまいったわけでご

ざいますが、今後におきましても生産者の経営を

守り、将来の原料供給の安定体制をやはり維持し

ていくことが重要であるかなと考えております。

町としても、今回の支援につきましては、公益性

は高いものの支援と考えておりますし、今後にお

きましても、町の基幹産業でありますワイン産業

を守って、将来世代へ持続していけるような形で

引き継ぐための振興を続けていきたいなと思っ

ております。 

  町内のヤマブドウ農家さんにつきましても、高

齢化、担い手が不足する中で、町としても補助事

業を活用しながら支援等を行っておりますし、ワ

イン工場さんにおきましても栽培指導など、いろ

いろな面で普及所さん等も含めた指導等も行っ

ておりますので、そのような活動を継続しながら

農家さんの収量を上げたり、ワイン工場の生産に

も寄与されるような形で、町としても今後も振興

を進めていきたいなと考えておりますので、ご理

解をいただきたいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  ほかに質疑。柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

  私からは、補正予算の第８号全般について、ま

ずお伺いをいたしたいと思っております。先ほど

総務課長のほうからも触れられておりましたけ

れども、今回の８号補正については、地方交付税、

それから不用額等が主な内容ですというふうな

ことでございまして、そのとおりなわけでござい

まして、この浮いたお金が４億 900万ほどの基金

管理費に積立てになっていると、そのように認識

しておりますが、そのような認識でよろしいでし

ょうか。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 
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  総務課長。 

 

総務課長（ 松浦利明 ） 

  委員おっしゃるとおり、交付税の補正分と、そ

れから減額補正分の財源が生じましたというこ

とで、基金へ積立てを行ったというような内容で

ございまして、ただ、今年度は基金の利子がちょ

っと多くなっておりまして、金利の上昇によって

その分がちょっと増えているかなという部分は

あるかと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

  分かりました。金利の上昇は、この間の金利の

上昇での影響があるんでしょうか。そこまでは分

析していないでしょうか。今まで低かったですよ

ね。いずれ何億やっても知れたほどの利息しかつ

いてこなかったんですが、これが利息の引上げ、

これ昨年の年末だったでしょうか、そういうふう

な施策でこのような、黙っていればそのままだっ

たわけでございますけども、そういったような事

情で利息も増えてきたというふうな事情でしょ

うか。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  総務課長。 

 

総務課長（ 松浦利明 ） 

  基金の利子につきましては、財産収入というこ

とでなるわけですが、ご指摘のとおり、最近の金

利の上昇が大きな影響を与えているということ

で、昨年度の決算額ですと 240万ほどなところが、

７年度の決算は 1,000万を超えるぐらいの収入に

なろうかと思っておりますので、やはりそれは金

利の上昇が影響しているというように捉えてい

るものでございます。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

  分かりました。 

  次に、今回の補正でも、歳出においては不用額

が計上になっているわけでございますが、この補

正予算の後には、もう３月末ですので、決算が出

てこようかなと思っております。今回も不用額は

出た上で、基金のほうに積立てをしているわけで

ございますが、また決算にいっても不用額が出て

くるであろうと私は思っております。例年３億か

ら５億円ほどの不用額が出てきているのではな

いのかなと思っておりますが、まだこれから、補

正といっても、もう日数もございませんので、多

分専決処分等が予想されるわけでございますが、

まだ８号、次の９号、10号の補正が見込まれてく

るものかどうかについてお伺いをいたしたいと

思います。 
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輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  副町長。 

 

副町長（ 觸澤義美 ） 

  お答えいたします。今後、今回の補正以降にも

補正が考えられるかということではございます

が、今回は、先ほど来話ありますが、不用額等々

につきましても、それぞれの科目にわたりまして

一定の基準を設けながらといいますか、状況を精

査した上で、今回調整をしているものでございま

すので、その辺の調整が入った形の中での決算も

予測しながら、今回調整を進めてきたところでご

ざいます。したがいまして、次の年内での補正と

いうことは考えているものではございません。よ

ろしくどうぞお願いいたします。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

  分かりました。そうしますと、今年度の決算の

際には、不用額は例年よりは少なくなるというよ

うな見込みでしょうか。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  副町長。 

 

副町長（ 觸澤義美 ） 

  各科目にわたりまして、多くはそれぞれの執行

額の不用額といいますか、未執行の部分につきま

しても、それぞれの部分を精査もさらにしました

ので、これまでと違った形の中での調整ができて

いるものと、このように思っておりまして、そう

いう面では、従来よりは少額な形になるのではな

いかなという見込みを持っておるところであり

ます。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

  その件については分かりました。決算の際にも

う一度検証させていただきたいと思いますので、

よろしくお願いをいたしたいなと思っておりま

す。 

  次に、これも地方交付税の関係でございます。

地方交付税には、ご承知のとおり、普通交付税と

特別交付税が、今回も 10 ページに掲げられてい

るわけでございます。普通交付税で、今回は１億

1,200 万ほどの計上額になっているわけでござい

ますが、この１億 1,200万というのは、どのよう

な形で交付されたのか。それからまた、交付時期

については、いつに交付されたのか。普通交付税

の場合は、大体決まっていますよね。４月、６月、

９月、あるいは必要な場合には 12 月も含まれて

くると思いますが、そういったようなところ、中

身をお知らせいただきたいと思います。 
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輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  副町長。 

 

副町長（ 觸澤義美 ） 

  お答えいたします。今回の１億 1,200万であり

ますが、交付税が増額、再交付されたものであり

ますが、これにつきましては、地方交付税の総額

になるわけでありますが、その場合の国税の所得

税とか法人税等が 33％占められているという部

分がありまして、そのほか酒税、あるいは消費税

の部分等が 50％あるいは 19.5％ということでの

基準の中での交付税の総額を確保しているわけ

でありますが、その算定によりまして、所得税等

が、あるいは法人事業税等が伸びているという部

分がその要因でございまして、その伸びている部

分を 12 月に交付いただいておりまして、それが

１億 1,200万ほどになっての追加交付を受けて、

今回補正をしたものであります。よろしくどうぞ

お願いいたします。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

  ただいまの中身についてもよく分かりました。

地方交付税の原資になる部分の、いわゆる今おっ

しゃったように所得税とか酒税とか法人税、あと

消費税、こういったようなのが国の段階で徴収額

がたくさん増えて、こういったような地方交付税

に 12月で、通常は 12月はないですよね。それが

この１億何ぼ、幾らかがこのように計上になった

というお話でございますので、その内容について

はよく理解をいたしました。 

  この普通交付税ですが、３月補正でこのような

形になったような、総額で今年度 38 億 3,576 万

円、括弧書きでこのように計上になっておりま

す。これが決算になるかなと思っておりますの

で、それを前提にお話しさせていただきたいと思

います。 

  普通交付税の交付される交付額ですが、私調査

してみましたが、平成 30年が一番低いんです。ど

のぐらい交付されているかといいますと、28 億

6,600万ほどの交付額でございますので、約 10億

９年間で増えているということになりますので、

地方交付税の果たしている役割というのは、もち

ろん収入の中では一番多いわけでございますの

で、全体の予算額の中でも占める割合が去年で、

令和６年で 46％、今年度も大分高い数値に占める

割合が出てくるのであろうと想定しているわけ

です。したがいまして、平成 30年からずっとこれ

が 10 億円を膨らませてきているわけですが、こ

れが右肩上がりというふうな見方でなろうかと

思っております。 

  こういったような、毎年１億以上の積み上げに

なってきているわけでございますが、額の一番大

きい、町としては一番頼りになる収入額になって

くるわけでございます。しかも普通交付税の使い
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道は、町で自由に使えるというような、非常に

我々にとってはありがたみの深い普通交付税で

ございます。今後はどうなるか分からないかとは

思いますけども、この 10 億積み上げになってき

た財政が町で果たしてきた役割は、非常に大きな

ものがあるかと思っておりまして、こういったよ

うなのが、いわゆる大型事業にも、あるいは大い

につながってきたのじゃないのかなと。葛巻病院

の病院棟とか、あるいは庁舎のこと等にも少なか

らずは影響しているんではないかなと、このよう

に思っておりますが、一番低いときから 10 億も

９年間の中で引上げになってきた、国から一番に

交付されてきた原資となる内容については、どの

ような受け止め方をしているのか。その内容等に

ついては、どのような形でなってきて、先ほども

原資が上がってきているというふうなこともご

ざいますけども、それはそれとして、またさらに

地方創生の関係も大分影響しているのではない

のかなと思いますが、町としての 10 年間、10 億

以上に引上げになっているわけですので、こうい

ったような認識は、どのような認識をお持ちなの

か、お知らせいただきたいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  副町長。 

 

副町長（ 觸澤義美 ） 

  お答えいたします。先ほど以来お話ありますよ

うに、平成 30年でありますが、普通交付税の総額

が 28 億ということでございまして、その際も追

加交付を 330万ほど受けているという状態からス

タートしまして、年々増えていっているという状

況にございまして、令和７年度、今年度でありま

すが、38億になっているというのが、先ほど以来

お話ありますように、内容としてはそのとおりで

あります。それにつきましては、それぞれの時期、

時期におきまして、今地方創生という名の下に、

それぞれの町村の特殊事情といいますか、そうい

ったふうなもの等も大変いろいろ課題が、全体的

に見た場合にも課題がそれぞれの地域ごとにあ

るわけでありますが、そういう分野を総称いたし

まして、地方創生の一極集中、人口減少、そうい

う課題の中での地方の抱える課題という部分が

多岐にわたってきているという中での、国のそう

いう課題解決に向けての基本的な考え方の中で

交付税を増額させていただいている。今までの項

目の中にも、いわゆる新たなそういう課題に地域

が取り組む、そういう内容の部分の項目等も普通

交付税の中にも項目として新たに来ている。ある

いは、人口が減少しているという国勢調査等々に

おきまして、そういう場合については、基本とし

ている交付税は、そういう部分にも影響もあるわ

けでありますが、そういう以上に、そういう課題

をしっかりと捉えて、国のほうとしても進めてい

ただくというような内容になっているものと、こ

のように認識しておるところであります。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 
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  柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

  分かりました。 

  次に、普通交付税の算定方法については、地方

交付税法できっちり定まっているわけでござい

ますが、当町の場合は、基準財政収入額があまり

伸びがないのじゃないのかなというふうに私な

りに見ております。それに対しまして、基準財政

需要額が大きく伸びているので、このような交付

額も、あるいは大きい面があるのではないのかな

と思っておりますが、最近の収入額の推移といい

ますか、これと併せて基準財政需要額の推移、こ

こ何年かの状況についてお知らせを額でお示し

いただければありがたいなと、お知らせをいただ

きたいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  総務課長。 

 

総務課長（ 松浦利明 ） 

  ７年度の算定におきましては、基準財政収入額

７億 2,700万ほどになっておりますし、基準財政

需要額につきましては 43 億 6,900 万ほどになっ

ているものでございます。 

  過去の細かい数字はないわけでございますが、

委員ご指摘のとおり、需要額のほうは伸びている

ものと思われまして、特に大型公共事業をやりま

したもので、元利償還に対する交付税措置、いわ

ゆる過疎債であるとか、そういったところの公債

費の算定が伸びているのかなというように捉え

ているものでございます。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

  この件についても、やはり基準財政需要額が伸

びているというふうな大きなものがあろうかな

と思っての質疑でございましたけれども、７年度

に限ってはそのようなことになっていますとい

うようなお話ですから、これもまず大体分かりま

した。 

  それから、もう一つだけお伺いしたいんです

が、もう一つの特別交付税の関係でございます

が、今回１億 5,000万の補正というふうなことに

なっておりまして、これが合計で４億 2,000万、

今年度これが確定の数字になるものでしょうか。

まず、それを確認させていただきます。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  副町長。 

 

副町長（ 觸澤義美 ） 

  お答えいたします。特別交付税の最終的な交付

の決定額というのは、例年ですと３月の 20 日過

ぎに決定するというものでございまして、この

額、今お話ありますように、１億 5,000万を増額
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いたしまして、４億 2,000万にしている。これが

確定ということではございませんで、さらにそこ

には最終的な額が今月末に交付されるというよ

うな状況でありますので、そういう状況を見なが

ら、最終的には調整していかなければならないと

思っておるところであります。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

  その事情もよく分かりました。そういったよう

な中で、特別交付税は普通交付税と違って、ちょ

っと予測しづらいというふうな特殊事情等が含

まれていることも重々知っておりますが、特別交

付税においても、平成 30 年以後の分については

右肩上がりで、毎年毎年増額になっておりまし

て、昨年度は４億 9,200 万ですので、４億 2,000

万では昨年度と対比いたしますと 7,200万ほどま

だ低いなというふうに私感じましたので、あえて

お伺いをいたしました。町当局でも昨年度並みの

４億 9,200万交付になるかどうかは確定はできな

いかとは思いますけども、ずっとこれについても

右肩上がりで来ておりますので、こういったよう

な昨年度以上あるいは並ぐらいの特別交付税が

あるのかなと期待しておりますが、もう一度お伺

いをいたしたいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  副町長。 

 

副町長（ 觸澤義美 ） 

  特別交付税の額についてでありますが、昨年の

４億 9,000万ほどということでありますし、そし

て今回は補正をいたしまして４億 2,000万という

ことで計上しておるところでありますが、特別交

付税は２回の交付ということになっておりまし

て、12月にはそれぞれのルールに従って、基準に

従って交付されるという内容も公表されており

ますし、そういう仕組みになっておるものであり

ます。３月の分については、積算の根拠というも

のは示されない状況で、これまでも来ておるとこ

ろでございまして、その予測という部分につきま

しては、今回も１億 5,000万ほど増額はしたわけ

でありますが、これまでの実績等も、例年の実績

等も参考にしながらでございますが、１億 5,000

万ほど計上させていただいておるものでありま

す。 

  いずれこれにつきましては、特にもいろんな大

規模災害等々あるいは大雪災害等々の影響を受

けているところに多く配分されるという、そうい

う状況もございますので、そういうこと等も勘案

しながら、例年のベースから調整しているという

ところは、どうしても交付税割れにならないよう

に、交付税という財源をしっかりと確保していく

という観点の中でも、割れることのないように予

測しながら、そういう面での、少しはそこに一定

の余裕といいますか、試算もしながら調整しての
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今回の補正となっていることをご理解いただき

たいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

  本当の特殊事情で交付される分、まだ未定のと

ころがあるというふうなことでございますが、

我々審査する側から言わせますと、こういったよ

うな昨年度右肩上がりで来ているものが下がる

というふうなことは考えておりませんので、この

特別交付税についても右肩上がりになることを

期待したいなと、このように思っております。 

  次に、補正が多分専決処分でなるであろうと思

われますけども、そういったようなところも注目

させていただきたいと思いますので、我々ももっ

ともっと勉強して財政学を学んでいきたいと、こ

のように思っております。よろしくお願いいたし

たいと思います。 

  以上です。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  ほかに質疑の方。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで質疑を終わります。 

  お諮りします。討論は本会議で行うこととし、

採決に入りたいと思います。これにご異議ありま

せんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

  異議なしと認めます。 

  これから議案第 10 号を採決します。この採決

は起立によって行います。議案第 10号、令和７年

度葛巻町一般会計補正予算（第８号）は、原案の

とおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員であります。したがって、議案第 10号、

令和７年度葛巻町一般会計補正予算（第８号）は、

原案のとおり可決されました。 

  次に、日程第３、議案第 11号、令和７年度葛巻

町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第４

号）を議題とします。 

  これから質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで質疑を終わります。 

  お諮りします。討論は本会議で行うこととし、

採決に入りたいと思います。これにご異議ありま

せんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

  異議なしと認めます。 

  これから議案第 11 号を採決します。この採決

は起立によって行います。議案第 11号、令和７年

度葛巻町国民健康保険事業勘定特別会計補正予

算（第４号）は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員であります。したがって、議案第 11号、

令和７年度葛巻町国民健康保険事業勘定特別会
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計補正予算（第４号）は、原案のとおり可決され

ました。 

  次に、日程第４、議案第 12号、令和７年度葛巻

町国民健康保険病院事業会計補正予算（第１号）

を議題とします。 

  これから質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで質疑を終わります。 

  お諮りします。討論は本会議で行うこととし、

採決に入りたいと思います。これにご異議ありま

せんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

  異議なしと認めます。 

  これから議案第 12 号を採決します。この採決

は起立によって行います。議案第 12号、令和７年

度葛巻町国民健康保険病院事業会計補正予算（第

１号）は、原案のとおり決定することに賛成の方

は起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員であります。したがって、議案第 12号、

令和７年度葛巻町国民健康保険病院事業会計補

正予算（第１号）は、原案のとおり可決されまし

た。 

  次に、日程第５、議案第 13号、火入れに関する

条例の全部を改正する条例を議題とします。 

  これから質疑に入ります。質疑ありませんか。

柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

  条文の中身というよりは、以前よりも火入れに

関しては、大分減ってきているのじゃないのかな

と、このように思っております。最近の火入れの

許可状況についてお伺いをいたしたいと思いま

す。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  農林環境エネルギー課長。 

 

農林環境エネルギー課長（ 遠藤政明 ） 

  お答えいたします。ただいま柴田委員さんか

ら、火入れの許可件数に関するご質問ございまし

て、お答えさしあげます。直近５年間の状況でご

ざいますが、令和３年度が４件、令和４年度５件、

令和５年度５件、令和６年度５件、令和７年度が

２件となっておりまして、ほぼほぼ自治会等の活

動によります河川等の堤防焼き等が主な内容と

なっておりまして、害虫駆除等目的での実施とな

っております。実施に当たりましては、地元の消

防団等と連携して、火災等を防ぎながら実施して

いるところで、こちらも確認しながら許可を行っ

ているところでございます。よろしくお願いいた

します。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

  ただいまの中身については、具体的に分かりま
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した。火入れに関する許可事項でございますが、

昨年度の大船渡市の山火事の大災害が発生して

ございますので、こういったような許可を出さな

きゃならない立場でしょうから、こういったよう

な大規模火災につながらないように万全を期し

ていただきたいということも私からの要望でご

ざいます。 

  以上です。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  ほかに質疑の方。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで質疑を終わります。 

  お諮りします。討論は本会議で行うこととし、

採決に入りたいと思います。これにご異議ありま

せんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

  異議なしと認めます。 

  これから議案第 13 号を採決します。この採決

は起立によって行います。議案第 13号、火入れに

関する条例の全部を改正する条例は、原案のとお

り決定することに賛成の方は起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員であります。したがって、議案第 13号、

火入れに関する条例の全部を改正する条例は、原

案のとおり可決されました。 

  次に、日程第６、議案第 14号、葛巻町過疎地域

持続的発展計画の策定に関し議決を求めること

についてを議題とします。 

  これから質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで質疑を終わります。 

  お諮りします。討論は本会議で行うこととし、

採決に入りたいと思います。これにご異議ありま

せんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

  異議なしと認めます。 

  これから議案第 14 号を採決します。この採決

は起立によって行います。議案第 14号、葛巻町過

疎地域持続的発展計画の策定に関し議決を求め

ることについては、原案のとおり決定することに

賛成の方は起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員であります。したがって、議案第 14号、

葛巻町過疎地域持続的発展計画の策定に関し議

決を求めることについては、原案のとおり可決さ

れました。 

  次に、日程第７、議案第 15号、葛巻町辺地総合

整備計画の策定に関し議決を求めることについ

てを議題とします。 

  これから質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで質疑を終わります。 

  お諮りします。討論は本会議で行うこととし、

採決に入りたいと思います。これにご異議ありま

せんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

  異議なしと認めます。 
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  これから議案第 15 号を採決します。この採決

は起立によって行います。議案第 15号、葛巻町辺

地総合整備計画の策定に関し議決を求めること

については、原案のとおり決定することに賛成の

方は起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員であります。したがって、議案第 15号、

葛巻町辺地総合整備計画の策定に関し議決を求

めることについては、原案のとおり可決されまし

た。 

  次に、日程第８、議案第 16号、人権擁護委員の

候補者の推薦に関し意見を求めることについて

を議題とします。 

  これから質疑に入ります。なお、本案は人事案

件でありますので、質疑は私生活にわたらないよ

う注意願います。質疑ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで質疑を終わります。 

  お諮りします。討論を省略して採決に入りたい

と思います。これにご異議ありませんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

  異議なしと認めます。 

  これから議案第 16 号を採決します。この採決

は起立によって行います。議案第 16号、人権擁護

委員の候補者の推薦に関し意見を求めることに

ついては、原案のとおり適任とすることに賛成の

方は起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。 

  したがって、議案第 16号、人権擁護委員の候補

者の推薦に関し意見を求めることについては、原

案のとおり適任とすることに決定しました。 

  以上で本委員会に付託された事件は全部終了

しました。 

  これで輝くふるさと常任委員会を閉会します。

お疲れさまでした。 

 

（ 閉会時刻 １０時４７分 ） 


